
議案第２３号 

  佐野市こどもクラブ条例の改正について 

佐野市こどもクラブ条例の一部を改正する条例を次のように定めます。 

令和２年２月２８日提出 

佐野市長 岡 部 正 英 

佐野市こどもクラブ条例の一部を改正する条例 

佐野市こどもクラブ条例（平成２０年佐野市条例第３４号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条中「小学校」の次に「及び義務教育学校の前期課程」を加える。 

第４条中「掲げる小学校」の次に「又は義務教育学校の前期課程」を加え、

同条ただし書中「佐野市立小中学校管理規則」を「佐野市立学校管理規則」

に改め、「存する小学校」の次に「及び義務教育学校の前期課程」を加える。 

第６条第１項第３号中「佐野市立小中学校管理規則」を「佐野市立学校管

理規則」に改める。 

別表中 小学校 を 学校名 に、 

 

天明こどもクラブ 佐野市大祝町２３１１番地 天明小学校 

を 

第１天明こどもクラブ 佐野市大祝町２３１１番地 天明小学校 

第２天明こどもクラブ 佐野市大祝町２３１１番地 天明小学校 

第３天明こどもクラブ 佐野市大祝町２３１１番地 天明小学校 

に改め、同表第４城北こどもクラブの項の次に次のように加える。 

第５城北こどもクラブ 佐野市堀米町１１５６番地 城北小学校 

第６城北こどもクラブ 佐野市堀米町１１５６番地 城北小学校 

 別表第２吉水こどもクラブの項の次に次のように加える。 

栃本こどもクラブ 佐野市栃本町１０３７番地 栃本小学校 

 別表中 

三好こどもクラブ 佐野市岩崎町１３４１番地 三好小学校 

山形こどもクラブ 佐野市山形町６５０番地２５ 山形小学校 

を 

第１あそ野こどもクラブ 佐野市田沼町９７４番地４ あそ野学園義務教育学校 
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に改める。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

理 由 

  こどもクラブを設置し、及び廃止し、並びに所要の規定を整備するため

本条例を改正したいので提案するものです。 

第２あそ野こどもクラブ  佐野市田沼町９７４番地４ あそ野学園義務教育学校 

第３あそ野こどもクラブ  佐野市田沼町９７４番地４ あそ野学園義務教育学校 

第４あそ野こどもクラブ  佐野市田沼町９７４番地４ あそ野学園義務教育学校 
」 



議案第２３号参考資料 

佐野市こどもクラブ条例の改正案 新旧対照表 

現       行 改   正   案 

（対象児童） （対象児童） 

第３条 こどもクラブを利用することができる者は、市の区域内に存する小学校に就学し

ている児童で、当該児童の保護者が労働、疾病その他やむを得ない事情により昼間家庭

において当該保護者の適切な監護を受けられないものとする。 

 

第３条 こどもクラブを利用することができる者は、市の区域内に存する小学校及び義務

教育学校の前期課程に就学している児童で、当該児童の保護者が労働、疾病その他やむ

を得ない事情により昼間家庭において当該保護者の適切な監護を受けられないものとす

る。 

（利用の範囲） （利用の範囲） 

第４条 別表の左欄に掲げるこどもクラブの利用は、それぞれ同表の右欄に掲げる小学校

の児童を対象とする。ただし、夏季休業日（佐野市立小中学校管理規則（平成17年佐野

市教育委員会規則第14号）第４条第１項第４号に規定する夏季休業日をいう。）におい

てのみ利用するときは、市の区域内に存する小学校の児童を対象とし、別表の左欄に掲

げるこどもクラブのいずれかを利用することができる。 

 

第４条 別表の左欄に掲げるこどもクラブの利用は、それぞれ同表の右欄に掲げる小学校

又は義務教育学校の前期課程の児童を対象とする。ただし、夏季休業日（佐野市立学校

管理規則（平成17年佐野市教育委員会規則第14号）第４条第１項第４号に規定する夏季

休業日をいう。）においてのみ利用するときは、市の区域内に存する小学校及び義務教

育学校の前期課程の児童を対象とし、別表の左欄に掲げるこどもクラブのいずれかを利

用することができる。 

（開所時間） （開所時間） 

第６条 こどもクラブの開所時間は、次のとおりとする。 第６条 こどもクラブの開所時間は、次のとおりとする。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

(３) 佐野市立小中学校管理規則第４条第１項第３号から第６号までに規定する期間の

日 午前８時から午後６時まで 

(３) 佐野市立学校管理規則第４条第１項第３号から第６号までに規定する期間の日 

午前８時から午後６時まで 

２ （略） ２ （略） 

別表（第２条、第４条関係） 別表（第２条、第４条関係） 

名称 位置 小学校 

（略） （略） （略） 

名称 位置 学校名 

（略） （略） （略） 



天明こどもクラブ 佐野市大祝町2311番地 天明小学校 

 

 

（略） （略） （略） 

 

（略） （略） （略） 

 

（略） （略） （略） 

三好こどもクラブ 佐野市岩崎町1341番地 三好小学校 

山形こどもクラブ 佐野市山形町650番地25 山形小学校 

 

（略） （略） （略） 
 

第１天明こどもクラブ 佐野市大祝町2311番地 天明小学校 

第２天明こどもクラブ 佐野市大祝町2311番地 天明小学校 

第３天明こどもクラブ 佐野市大祝町2311番地 天明小学校 

（略） （略） （略） 

第５城北こどもクラブ 佐野市堀米町1156番地 城北小学校 

第６城北こどもクラブ 佐野市堀米町1156番地 城北小学校 

（略） （略） （略） 

栃本こどもクラブ 佐野市栃本町1037番地 栃本小学校 

（略） （略） （略） 

第１あそ野こどもクラブ 佐野市田沼町974番地４ あそ野学園義務教育学校 

第２あそ野こどもクラブ 佐野市田沼町974番地４ あそ野学園義務教育学校 

第３あそ野こどもクラブ 佐野市田沼町974番地４ あそ野学園義務教育学校 

第４あそ野こどもクラブ 佐野市田沼町974番地４ あそ野学園義務教育学校 

（略） （略） （略） 
 

  

 


